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主　　な　　内　　容
承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和元年度坂祝町一般会計補正予算（第２号））
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○坂祝町消防団の岐阜県消防操法大会出場及び１０月から開始す

る幼児教育・保育の無償化に伴う例規整備情報提供サービスの
導入に係る経費についての専決処分

議案第 33 号 坂祝町印鑑条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○住民票、個人番号カード等への旧氏記載が可能となることに伴い、

旧氏による印鑑登録を行うことができるようにする等の改正
議案第 34 号 坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ◯地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用
職員の給与等について規定するため、新たに条例を制定

議案第 35 号 坂祝町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部を改
正する条例について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、使用料徴収にあた
りその使用料に消費税相当額として乗じる割合の規定を改正

議案第 36 号 坂祝町幼稚園の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

◎ ◯ ○ ○ ○ ○ ◯ ◯ ― ○ ○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等が１０月１日か
ら施行されることに伴い、町において幼児教育の無償化を実施
するため改正

議案第 37 号 坂祝町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○児童扶養手当法の一部改正により条例に定める母子家庭等の母
及び父子家庭の父等の所得判定の期間を変更する改正並びに令
和２年４月からこども医療費受給対象児童の年齢を１５歳から
１８歳に引き上げる改正

議案第 38 号 坂祝町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が公布
され、災害援護資金の貸付けを受けた者が置かれている状況等
に鑑み、償還金の支払猶予等について必要な措置を講じるため
の改正

議案第 39 号 坂祝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び子ども・子育
て支援法施行令の一部を改正する政令が令和元年１０月１日か
ら施行されることに伴い、規定中の略称を改正

議案と審議の結果

議決結果　◎…可決、同意、採択　△…修正可決　×…否決、不同意、不採択
賛否状況　○…賛成　×…反対　－…議長は裁決に加わらない

9 月定例会
　令和元年第 3回坂祝町議会定例会は、9月 6日から 9月 18日までの 13日間の日程で開催され
ました。提出議案は承認案件1件、条例案件11件、予算案件5件、認定案件7件、その他案件7
件で、それぞれ審議・採決した結果、以下のとおりとなりました。
また、副町長、人権擁護委員、教育委員として3名の方が選出されました。
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主　　な　　内　　容
議案第 40 号 坂祝町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関す

る条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ◯建築基準法の改正に伴い、坂祝町特定用途制限地域における建

築物等の用途の制限に関する条例に規定する第７条及び別記１、
別記２を改正

議案第 41 号 坂祝町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、占用料徴収にあた

りその占用料に消費税相当額として乗じる割合の規定を改正
議案第 42 号 坂祝町法定外公共物の管理条例の一部を改正する条例について

◎ ◯ ○ ○ ○ ○ ◯ ◯ ― ○ ○消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、占用料徴収にあた
りその占用料に消費税相当額として乗じる割合の規定を改正

議案第 43 号 坂祝町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更
新に係る手数料を定め、また、水道法施行令の一部改正に伴う
所要の改正

議案第 44 号 令和元年度坂祝町一般会計補正予算（第３号）について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○７，６０２万円を追加し、総額を３５億９，１１０万円とする
議案第 45 号 令和元年度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
１億１，４７８万円を追加し、総額を１０億１，４７８万円とする

議案第 46 号 令和元年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
２０３万円を追加し、総額を８，４６３万円とする

議案第 47 号 令和元年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第１号）について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○３，３７１万円を追加し、総額を６億７，２７１万円とする
議案第 48 号 令和元年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第１号）について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○資本的収入を４９０万円追加し、総額を１億１，５１５万円とす
る等

認定第 1 号 平成３０年度坂祝町一般会計歳入歳出決算の認定について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○歳入総額３４億３，３３５万円、歳出総額３２億６，１０１万円
認定第 2 号 平成３０年度坂祝町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
歳入総額９億６，４８８万円、歳出総額８億４９６万円

認定第 3 号 平成３０年度坂祝町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認
定について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
歳入総額８，１４６万円、歳出総額７，９１２万円

認定第 4 号 平成３０年度坂祝町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ
いて ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
歳入総額５億９，４７１万円、歳出総額５億６，４６６万円

認定第 5 号 平成３０年度坂祝町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の
認定について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ◯
歳入総額６，４１９万円、歳出総額５，９３６万円

認定第 6 号 平成３０年度坂祝町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認
定について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
歳入総額２億２６６万円、歳出総額１億６，９４３万円

認定第 7 号 平成３０年度坂祝町上水道事業会計決算の認定について
◎ ◯ ○ ○ ○ ○ ◯ ◯ ― ○ ○収益的収入２億１，８２３万円、収益的支出１億８，９００万円、

資本的収入１，６１２万円、資本的支出５，６０７万円

議決結果　◎…可決、同意、採択　△…修正可決　×…否決、不同意、不採択
賛否状況　○…賛成　×…反対　－…議長は裁決に加わらない
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主　　な　　内　　容
議案第 49 号 平成３０年度坂祝町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○平 成 ３ ０ 年 度 上 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰 余 金
２８，８２８，３３５円のうち、７，７３５，０６９円を減債積立
金に、２０，０００，０００円を建設改良積立金に積み立て、残
余を資本金に組み入れるもの

議案第 50 号 中濃地域農業共済事務組合規約の変更に関する協議について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○地方自治法施行令第２１８条の２の規定により、組合が解散し

た場合の事務の承継団体を規約に明記するもの
議案第 51 号 中濃地域農業共済事務組合の解散に関する協議について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
地方自治法第２８８条の規定により、令和２年３月３１日をもって
中濃地域農業共済事務組合を解散することについて、中濃地域農業
共済事務組合規約第２条に規定する関係市町村と協議することにつ
いて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求められたもの

議案第 52 号 中濃地域農業共済事務組合の解散に伴う財産処分に関する協議
について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○地方自治法第２８９条の規定により、中濃地域農業共済事務組合の
解散に伴う財産処分について、中濃地域農業共済事務組合規約第２
条に規定する関係市町村と協議することについて、同法第２９０条
の規定により、議会の議決を求められたもの

同意第 6 号 坂祝町副町長の任命につき同意を求めることについて（三品智
裕氏） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
副町長の任期が９月 30 日までのため新たに副町長を任命するもの

同意第 7 号 人権擁護委員の推薦につき同意を求めることについて（土屋芳
郎氏） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○人権擁護委員の任期が１２月３１日までのため新たに委員を任命す
るもの

同意第 8 号 坂祝町教育委員の任命につき同意を求めることについて（兼松　
悟氏） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
教育委員の任期が９月 30 日までのため新たに委員を任命するもの

議決結果　◎…可決、同意、採択　△…修正可決　×…否決、不同意、不採択
賛否状況　○…賛成　×…反対　－…議長は裁決に加わらない
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